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(57)【要約】
【課題】温度変化に伴うクラックが発生し難い偏光子を
提供する。
【解決手段】偏光板１００は、偏光子層３０と、前記偏
光子層３０の一方の表面に設けられた第一光学樹脂フィ
ルム１０と、前記偏光子層３０の他方の表面に設けられ
た第二光学樹脂フィルム５０と、を備える。前記偏光板
１００を厚み方向から見て、前記偏光板１００の外周縁
の形状は、凹部、凸部、及び曲線部のうちの少なくとも
一つを有する。偏光子層３０の端面の算術平均高さＳａ
が０．３～０．７μｍであるか、または２乗平均平方根
高さＳｑが０．４～０．８μｍである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏光子層と、前記偏光子層の一方の表面に設けられた第一光学樹脂フィルムと、前記偏
光子層の他方の表面に設けられた第二光学樹脂フィルムと、を備える偏光板であって、
　前記偏光板を厚み方向から見て、前記偏光板の外周縁の形状は、凹部、凸部、及び曲線
部のうちの少なくとも一つを有し、
　前記偏光子層の端面の算術平均高さＳａが０．３～０．７μｍである、偏光板。
【請求項２】
　偏光子層と、前記偏光子層の一方の表面に設けられた第一光学樹脂フィルムと、前記偏
光子層の他方の表面に設けられた第二光学樹脂フィルムと、を備える偏光板であって、
　前記偏光板を厚み方向から見て、前記偏光板の外周縁の形状は、凹部、凸部、及び曲線
部のうちの少なくとも一つを有し、
前記偏光子層の端面の２乗平均平方根高さＳｑが０．４～０．８μｍである偏光板。
【請求項３】
　前記偏光子層の端面の算術平均高さＳａが０．３～０．７μｍである請求項２に記載の
偏光板。
【請求項４】
前記偏光子層の端面の最大高さＳｚが５．０μｍ以下である、請求項１～請求項３のいず
れか一項に記載の偏光板。

 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偏光板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　偏光板は、通常、色素を含む偏光子層と、偏光子層の両側に設けられた一対の光学樹脂
フィルムとを含み、液晶セル又は有機ＥＬ素子等の表示パネルに貼合して用いられる。偏
光板の外周は通常、表示パネルの表示部の外周縁に合せた形状となっている。
【０００３】
　表示パネルの表示部の外周縁が平面視において、矩形形状でなく、凹部、凸部、及び曲
線部のうちの少なくとも一つを有する場合、この表示部に使用される偏光板の外周縁もこ
れに対応して、矩形形状でなく、凹部、凸部、及び曲線部のうちの少なくとも一つを有す
る（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１８－９２１１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明者らが検討したところ、外周縁が、矩形形状でなく、凹部、凸部、及び曲線部の
うちの少なくとも一つを有する偏光板では、外周縁が矩形の偏光板に比べて、湿熱環境で
偏光子層から色素抜けが起こりやすかったり、端面において光学樹脂フィルムが偏光子か
ら剥がれやすかったりすることが判明した。このような現象は、直線部よりも、凹部、凸
部および曲線部や、その近傍に現れ易い。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、外周縁が、凹部、凸部、及び曲線部
のうちの少なくとも一つを有する偏光板において、湿熱環境での色素抜けが起こりにくく
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、かつ、端面において偏光子層からの光学樹脂フィルムの剥がれにくい偏光板を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る偏光板は、偏光子層と、前記偏光子層の一方の表面に設けられた第一光学
樹脂フィルムと、前記偏光子層の他方の表面に設けられた第二光学樹脂フィルムと、を備
える。そして、前記偏光板を厚み方向から見て、前記偏光板の外周縁の形状は、凹部、凸
部、及び曲線部のうちの少なくとも一つを有し、前記偏光子層の端面の算術平均高さＳａ
が０．３～０．７μｍである。
【０００８】
　また、本発明に係る別の偏光板は、偏光子層と、前記偏光子層の一方の表面に設けられ
た第一光学樹脂フィルムと、前記偏光子層の他方の面に設けられた第二光学樹脂フィルム
と、を備える。そして、前記偏光子層の端面の２乗平均平方根高さＳｑが０．４～０．８
μｍである。前記端面の算術平均高さＳａは０．３～０．７μｍであることができる。
【０００９】
　本発明の偏光板は、前記偏光子層の端面の最大高さＳｚが５．０μｍ以下であることが
できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、外周縁が、凹部、凸部、及び曲線部のうちの少なくとも一つを有する
偏光板において、湿熱環境での色素抜けが起こりにくく、かつ、端面において偏光子層か
らの光学樹脂フィルムの剥がれにくい偏光板が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る偏光板の模式的な断面図である。
【図２】図２の（ａ）～（ｃ）は、本発明の一実施形態に係る偏光板の上面図である。
【図３】図３は、エンドミルの刃先近傍の軸に垂直な断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について説明する。図面において
、同等の構成要素には同等の符号を付す。本発明は下記実施形態に限定されるものではな
い。
【００１３】
（偏光板）
　本発明の実施形態の一例に係る偏光板１００の端面図を図１に示す。本実施形態に係る
偏光板１００は、第一光学樹脂フィルム１０、接着剤層２０、偏光子層３０、接着剤層４
０、第二光学樹脂フィルム５０をこの順に備える。
【００１４】
　偏光子層３０の例は、ヨウ素、二色性染料などの二色性色素によって染色された樹脂層
であり、延伸されていてもよい。この樹脂層を構成する樹脂は疎水性樹脂であってもよい
が、通常は親水性樹脂である。親水性樹脂の例は、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリ酢
酸ビニル樹脂およびエチレン・酢酸ビニル共重合樹脂（ＥＶＡ）樹脂である。疎水性樹脂
の例は、ポリアミド樹脂、及び、ポリエステル系樹脂である。偏光子層３０は、染色後に
ホウ酸で処理されてよい。偏光子層３０の典型例は、ポリビニルアルコールフィルムにヨ
ウ素が吸着配向した樹脂層である。偏光子層である樹脂層がポリビニルアルコール系樹脂
などの親水性樹脂で構成されている場合には、外部との水分の出入りが疎水性樹脂に比べ
て比較的多く、これが湿熱環境での色素抜けや、端面における偏光子層からの光学樹脂フ
ィルムの剥がれの原因となると考えられるところ、本発明の構成によれば、このような色
素抜けや剥がれを抑制することができる。
【００１５】
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　偏光子層３０の厚さは、例えば、２～３０μｍ、２～１５μｍ、又は２～１０μｍであ
ってよい。
【００１６】
　第一光学樹脂フィルム１０及び第二光学樹脂フィルム５０は通常、無色で透明な樹脂フ
ィルムである。このような樹脂フィルムの例は、保護フィルム、位相差フィルム、輝度向
上（反射型偏光子）フィルム、防眩フィルム、表面反射防止フィルム、反射フィルム、半
透過反射フィルム、視野角補償フィルム、光学補償フィルム、タッチセンサーフィルム、
帯電防止フィルムおよび防汚フィルムである。
【００１７】
　各光学樹脂フィルムを構成する樹脂の例は、セルロース系樹脂（トリアセチルセルロー
ス等）、ポリオレフィン系樹脂（ポリプロピレン系樹脂等）、環状オレフィン系樹脂（ノ
ルボルネン系樹脂等）、アクリル系樹脂（ポリメチルメタクリレート系樹脂等）、又は、
ポリエステル系樹脂（ポリエチレンテレフタレート系樹脂等）であってよい。第一光学樹
脂フィルム１０及び第二光学樹脂フィルム５０は多層膜であってもよい。
【００１８】
　第一光学樹脂フィルム１０及び第二光学樹脂フィルム５０の厚みは、例えば、５～２０
０μｍであってよい。
【００１９】
　第一光学樹脂フィルム１０及び第二光学樹脂フィルム５０の材料及び厚みは互いに同一
であってもよく、互いに異なってもよい。
【００２０】
　接着剤層２０、４０は、偏光子層３０と第一光学樹脂フィルム１０又は第二光学樹脂フ
ィルム５０とを接着できる透明材料であれば材料に特段の限定はない。接着剤の一つの例
は、エポキシ樹脂である。エポキシ樹脂は、例えば、水素化エポキシ樹脂、脂環式エポキ
シ樹脂、又は脂肪族エポキシ樹脂であってよい。重合開始剤（光カチオン重合開始剤、熱
カチオン重合開始剤、光ラジカル重合開始剤又は熱ラジカル重合開始剤等）、又は他の添
加剤（増感剤等）をエポキシ樹脂に添加してもよい。
【００２１】
　接着剤の他の例は、アクリルアミド、アクリレート、ウレタンアクリレート、及びエポ
キシアクリレート等のアクリル系樹脂である。
【００２２】
　接着剤の他の例は、ポリビニルアルコール系樹脂などの水系接着剤である。
【００２３】
　接着剤の他の例は、感圧性接着剤である。感圧性接着剤の例は、アクリル系樹脂、シリ
コーン系樹脂、ポリエステル、ポリウレタン、又はポリエーテル等を含む感圧型接着剤で
ある。
　偏光子層３０と第一光学樹脂フィルム１０とは接着剤層２０のみを介して積層されてい
てもよいし、偏光子層３０と接着剤層２０との間や、接着剤層２０と第一光学樹脂フィル
ム１０との間に易接着層（図示せず）が設けられていてもよい。また、偏光子層３０と第
二光学樹脂フィルム５０との間は接着剤層４０のみを介して積層されていてもよいし、偏
光子層３０と接着剤層４０との間や、接着剤層４０と第二光学樹脂フィルム５０との間に
易接着層（図示せず）が設けられていてもよい。易接着層は、接着剤層２０、４０と、偏
光子層３０、第一光学樹脂フィルム１０または第二光学樹脂フィルム５０との間の接着力
を向上させ得るものである。
【００２４】
　接着剤層２０の厚さは、例えば、０．０１μｍ～５μｍ、０．０５～３μｍ、又は０．
１～１μｍであってよい。感圧性接着剤を用いる場合、接着剤層２０の厚さは、例えば、
２～５００μｍ、２～２００μｍ、又は２～５０μｍであってよい。
【００２５】
　偏光板１００の全体の厚さは、例えば、１０～５００μｍ、１０～３００μｍ、又は１
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０～２００μｍであってよい。
【００２６】
　第一光学樹脂フィルム１０の下、又は、第二光学樹脂フィルム５０の上にさらに、感圧
性接着剤層（粘着層）及びセパレータフィルムを設けてもよい。また、第一光学樹脂フィ
ルム１０の下、又は、第二光学樹脂フィルム５０の上にさらに、プロテクトフィルムを設
けてもよい。
【００２７】
　セパレータフィルムは、感圧性接着剤層から剥離可能なフィルムであり、感圧性接着剤
層への異物の付着を防止するものである。例えば、偏光板１００を画像表示素子に貼着す
る場合、セパレータフィルムが剥がされて感圧式接着剤層が露出される。セパレータフィ
ルムを構成する樹脂は、例えば、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、又はポリ
エステル系樹（ポリエチレンテレフタレート等）であってよい。
　プロテクトフィルムは、第一光学樹脂フィルム１０または第二光学樹脂フィルム５０の
傷付きを防止するためのフィルムであり、例えば自己粘着性の樹脂フィルム単独であって
もよいし、樹脂フィルムと、この樹脂フィルムに積層された感圧性接着剤とで構成される
多層フィルムであってもよい。プロテクトフィルムは、これが設けられる第一光学樹脂フ
ィルム１０や第二光学樹脂フィルム５０から剥離可能である。プロテクトフィルムが樹脂
フィルムに感圧性接着剤を積層した多層フィルムである場合に、プロテクトフィルムは、
その感圧性接着剤ごと、第一光学樹脂フィルム１０または第二光学樹脂フィルム５０から
剥離される。プロテクトフィルムの樹脂も、セパレータフィルムと同様とすることができ
る。
【００２８】
　セパレータフィルム及びプロテクトフィルムの厚さは、例えば、２～５００μｍ、２～
２００μｍ、又は２～１００μｍであってよい。
【００２９】
　本実施形態に係る偏光板１００は、その厚み方向から見て、偏光板１００の外周縁Ｐが
直線のみから形成される（例えば矩形）のではなく、凹部、凸部、及び、曲線部からなる
群から選択される少なくとも一つを有する。
【００３０】
　例えば、図２の（ａ）に示す偏光板１００のように、外周縁Ｐは、隣同士で直交する４
つの直線部ＰＬと、２つの直線部ＰＬ間にそれぞれ設けられた面取り曲線部ＰＲを有する
ことができる。言い換えると、この偏光板１００の外周縁Ｐは、矩形の４つの角部にそれ
ぞれ面取り曲線部ＰＲが設けられている。
【００３１】
　また、図２の（ｂ）で示す偏光板１００のように、図２の（ａ）の偏光板１００の外周
縁Ｐの一つの直線部ＰＬに対して、さらに凹部ＰＤを設けてもよい。凹部ＰＤの形状に限
定はないが、例えば、図２の（ｂ）に示すように、隣同士で直交する３つの直線部ＰＤＬ
を有する略矩形形状で有り、直線部ＰＤＬ間にそれぞれ面取り曲線部ＰＤＲを有し、直線
部ＰＤＬと直線部ＰＬとの間にそれぞれ面取り曲線部ＰＤＲを有する形状であることがで
きる。２つの直線部ＰＤＬ間に有する上記曲線部ＰＤＲは、偏光板１００の面内に向けて
凹形状である。直線部ＰＤＬと直線部ＰＬとの間に有する面取り曲線部ＰＤＲは、偏光板
１００の面外に向けて凸形状となっている。
【００３２】
　また、図２の（ｃ）で示す偏光板１００のように、図２の（ａ）の偏光板１００の外周
縁Ｐの一つの直線部ＰＬに対して、凸部ＰＰが設けられていてもよい。凸部ＰＰの形状に
限定はないが、例えば、図２の（ｃ）に示すように、隣同士で直交する３つの直線部ＰＰ
Ｌを有する略矩形形状で有り、直線部ＰＰＬ間にそれぞれ面取り曲線部ＰＰＲを有し、直
線部ＰＰＬと直線部ＰＬとの間にそれぞれ面取り曲線部ＰＰＲを有する形状であることが
できる。２つの直線部ＰＰＬ間に有する面取り曲線部ＰＰＲは、偏光板１００の面内に向
けて凹形状となっている。直線部ＰＰＬと直線部ＰＬとの間に有する面取り曲線部ＰＰＲ
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【００３３】
　凹部ＰＤの直線部ＰＬからの深さ、及び、凸部ＰＰの直線部ＰＬからの高さに特段の限
定はないが、典型的には１．０ｍｍ以上であることができる。また、凹部ＰＤの幅、及び
、凸部ＰＰの幅にも特段の限定はないが、典型的には、３．０ｍｍ以上であることができ
る。
【００３４】
　凹部ＰＤ及び凸部ＰＰの形状は、図２の（ｂ）及び（ｃ）のように、４つ角が面取り曲
線部により丸くされた矩形に限定されず、単なる矩形、半円、多角形等でもよい。
【００３５】
　各面取り曲線部の曲線は、円弧、楕円弧、スプライン曲線であってもよい。各面取り曲
線部の曲率半径は１．０～４０ｍｍとすることができる。
【００３６】
　また、図２の（ａ）の外周縁Ｐにおいて、４つの面取り曲線部ＰＲのうちの１～３つは
、面取り曲線でない単なる角部でもよい。図２の（ｂ）及び（ｃ）の外周縁Ｐにおいて、
４つの面取り曲線部ＰＲのうちの１～４つは、面取り曲線でない単なる角部でもよい。さ
らに、外周縁Ｐは、図２の（ａ）～（ｃ）に示すような矩形をベースとした形態でなくて
もよく、三角形、六角形など、多角形をベースとした形態でもよい。
【００３７】
　また、偏光子層３０の吸収軸は、使用される画像表示装置等に応じて、偏光板１００の
任意の方向を向くことができる。
【００３８】
（算術平均高さＳａ）
　図１に戻って、本発明の実施形態に係る偏光板１００において、偏光板１００の偏光子
層３０の端面の算術平均高さＳａは、０．３～０．７μｍである。Ｓａは０．４μｍ以上
でもよく、０．６μｍ以下でもよい。
【００３９】
　偏光子層３０の端面の算術平均高さＳａは、端面上の任意の２次元測定領域３０Ａにお
いて以下のように定義される。偏光子層３０の端面に平行な面をＸＹ面とし、端面から垂
直な高さ方向をＺ方向とし、端面の２次元測定領域３０Ａにおける平均高さの位置をＺ＝
０としたＸＹＺ座標系を定義し、２次元測定領域３０Ａの各ｘ座標及び各ｙ座標における
高さをＺ（ｘ，ｙ）としたときに、算術平均高さＳａは下式で表される。ここで、Ａは、
２次元測定領域３０Ａの面積である。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　２次元測定領域３０Ａにおけるｘ、ｙ毎の高さＺ（ｘ，ｙ）は、走査型干渉顕微鏡、原
子間力顕微鏡などにより取得できる。２次元測定領域３０Ａの大きさは、例えば、一辺５
～１０００μｍの矩形領域とすることができる。
【００４２】
（２乗平均平方根高さＳｑ）
　また、偏光子層３０の端面の２乗平均平方根高さＳｑは０．４～０．８μｍであること
ができる。Ｓｑは０．５μｍ以上であってもよく、０．７μｍ以下であってもよい。
【００４３】
　任意の２次元測定領域３０Ａにおける２乗平均平方根高さＳｑは、下式により定義され
る。
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【数２】

【００４４】
（最大高さＳｚ）
　また、偏光子層３０の端面の最大高さＳｚは５．０μｍ以下であることができる。Ｓｚ
は４．０μｍ以下でもよい。
【００４５】
　最大高さＳｚは、２次元測定領域３０Ａにおける最大山高さと最大谷深さの絶対値との
和である。
【００４６】
　２次元測定領域３０Ａにおける３次元表面粗さの測定はＩＳＯ２５１７８に準拠するこ
とが出来る。
【００４７】
　ここで、２次元測定領域３０Ａは、外周縁Ｐにおけるいずれかの直線部、すなわち、端
面における平面部であることが好ましく、凹部ＰＤ、及び、凸部ＰＰ内の平面部であって
もよいし、凹部ＰＤ及び凸部ＰＰ以外の平面部、例えば隣同士で直交する４つの直線部Ｐ
Ｌ上の平面部であってもよい。
【００４８】
　後述するように、外周縁Ｐが直線部のみから形成される偏光板と異なり、凹部、凸部、
又は、曲線部を有する偏光板の端面を平面研削装置で切削して寸法調整することはできな
い。したがって、このような偏光板の端面は、通常、外周の全体にわたってエンドミルで
切削処理される。そのため、端面のいずれの場所であってもおおむね同様の表面粗さを有
する。
　外周縁Ｐにおける直線部、すなわち、端面における平面部は、平均高さが０となる面が
平面となり、Ｚ＝０の面を決めやすいので２次元測定領域３０Ａとして好ましい。
【００４９】
　２次元測定領域３０Ａは、偏光子層３０の吸収軸（延伸方向）方向の端部にあることも
好ましい。なお、２次元測定領域３０Ａが吸収軸方向の端部にあると、この領域３０Ａは
偏光子層３０の吸収軸と交わることとなる。
【００５０】
　偏光子層３０の端面における算術平均高さＳａが大きいと、端面の表面積が大きくなる
ため、湿熱環境における色素抜けが大きくなる傾向がある。一方、偏光子層３０の端面に
おける算術平均高さＳａが小さいと、偏光子層３０からの第一光学樹脂フィルム１０及び
／又は第二光学樹脂フィルム５０の剥離量が大きくなりやすくなる傾向がある。なお、Ｓ
ａが小さい状況は、トムソン刃で打ち抜いたまま、端面の研磨をしていない状態に対応す
るが、打ち抜きの衝撃に起因する光学樹脂フィルムの剥がれに起因すると推察される。
【００５１】
　偏光子層３０の端面における２乗平均平方根高さＳｑが大きいと、端面の表面積が大き
くなるため、湿熱環境における色素素抜けが大きくなる傾向がある。一方、偏光子層３０
の端面における２乗平均平方根高さＳｑが小さいと、偏光子層３０からの第一光学樹脂フ
ィルム１０及び／又は第二光学樹脂フィルム５０の剥離量が大きくなりやすくなる傾向が
ある。
【００５２】
　偏光子層３０の端面における最大高さＳｚが大きいと、端面の表面積が大きくなるため
、湿熱環境における色素素抜けが大きくなる傾向がある。
【００５３】
　このような偏光板は、例えば、液晶セルや有機ＥＬ素子などの表示パネルに貼合して、
液晶表示装置又は有機ＥＬ表示装置等の画像表示装置に用いることができる。液晶表示装
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置は、例えば、液晶セルと、液晶セルの一方の表面又は両表面に貼着された上述の偏光板
とを含んでよい。有機ＥＬ表示装置は、例えば、有機ＥＬ素子と、有機ＥＬ素子の表面に
貼着された上述の偏光板、とを含んでよい。液晶セルには、通常２枚の偏光板が配置され
る。
【００５４】
　（偏光板の製造方法）
　続いて、上記の偏光板１００の製造方法を説明する。
　まず、公知の方法により、上述の層構成を有する偏光板１００の原反を製造する。続い
て、原反フィルムをトムソン刃などの刃物で打ち抜いて、外周縁Ｐが凹部、凸部、又は、
曲線部を有する偏光板を得る。ここで、トムソン刃による切断だけでは、外周縁Ｐにおい
て十分な寸法精度を確保することは困難であるため、端面の研削工程を行う。
【００５５】
　外周縁Ｐが凹部、凸部、又は、曲線部を有する場合、矩形の偏光板の端面研削に用いら
れるような平面研削装置、すなわち、複数のバイトを一方の主面に周方向に並べて設けた
回転円板を、その主面と偏光板の端面とが平行になるように偏光板の端面に接触させて切
削する装置を使用して端面全体を研削することが出来ないため、エンドミルを用いて偏光
板の端面全体を切削加工する。より具体的には、エンドミルの軸方向を偏光板の厚み方向
と平行にし、偏光板の端面に沿ってエンドミルと偏光板とを相対移動させることにより、
偏光板の端面を切削し、所望の寸法に合わせる。
【００５６】
　ここで、らせん形状の刃を有するエンドミルを用いることが好適であり、特に、刃の断
面形状において、図３におけるｄＺ及びｄＺ／ｄＸが小さいエンドミルを用いることが好
ましい。
【００５７】
　ここで、図３はエンドミルの軸に垂直な断面における刃８０の先端の断面図であり、エ
ンドミルの回転方向がＣである。この刃８０は、刃先８０ｔと、刃先８０ｔよりも後ろ側
の面８０ｄとを有する。この面８０ｄは、刃先８０ｔによる切削直後に切削物Ｔと接触し
うる。本実施形態では、刃先８０ｔとエンドミルの回転軸ＡＸを結ぶ直線Ｑを基準とし、
刃先８０ｔを開始点とし、直線Ｑと直交しかつ刃先８０ｔを通る直線ＡＢに沿って移動し
ながら、走査型干渉顕微鏡により、直線ＡＢを基準とした面８０ｄの高さのプロファイル
を測定する。そして、このプロファイルから面８０ｄの高さの最大値であるｄＺ［μｍ］
と、ｄＺを与えるＡＢ方向の刃先８０ｔからの距離ｄＸ［μｍ］を求める。
【００５８】
　このときに、ｄＺ≦１．０μｍとなり、ｄＺ／ｄＸ≦４となる刃先を有するエンドミル
を用いることが好適である。これにより、偏光子層３０の端面２０ｅにおける表面粗さを
上述の範囲としやすい。らせん状の刃を有するエンドミルであっても、ｄＺ＞１．０μｍ
又はｄＺ／ｄＸ＞４となるエンドミルでは、表面粗さが大きくなりすぎる傾向がある。
【００５９】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に何ら限定
されるものではない。
【００６０】
　例えば、接着剤層２０及び４０の一方又は両方が無くても実施は可能である。
【実施例】
【００６１】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明の内容をより具体的に説明する。なお、本発明
は下記実施例に限定されるものではない。
【００６２】
［実施例１］
　厚み２０μｍのポリビニルアルコール系樹脂フィルムを延伸し、ヨウ素で染色すること
により、ポリビニルアルコール系樹脂にヨウ素が吸着配向した偏光子（厚み８μｍ）を作
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製した。この偏光子の一方の面に、水系接着剤を介して、環状オレフィン系樹脂（ＣＯＰ
）フィルム（日本ゼオン株式会社製、厚み１３μｍ）を貼合した。さらに、ＣＯＰフィル
ム上に、剥離フィルム上に形成されたアクリル系粘着剤層Ａ（厚み２０μｍ）を積層した
。偏光子の他方の面に、剥離フィルム上に形成されたアクリル系粘着剤層Ｂ（厚み５μｍ
）を積層した。剥離フィルムを剥離して露出したアクリル系粘着剤層Ｂ上に、プロテクト
フィルムを上面に有する輝度向上フィルム（３Ｍ社製、ＡＰＦ－Ｖ３、厚み３０μｍ、反
射型偏光子）を貼合した。
　このようにして、剥離フィルム／アクリル系粘着剤層Ａ／ＣＯＰフィルム／水系接着剤
／偏光子／アクリル系粘着剤層Ｂ／輝度向上フィルム／プロテクトフィルムからなる偏光
板の原反を作製した。
【００６３】
　原反から、トムソン刃により、図２の（ｂ）の形状の凹部ＰＤを有する偏光板１００を
切り出した。矩形の長辺の長さは１４０ｍｍ、矩形の短辺の長さは７０ｍｍ、凹みの深さ
は５ｍｍ、凹みの幅は３０ｍｍ、面取り曲線部ＰＲの曲率半径は概ね１０～１２ｍｍ、面
取り曲線部ＰＤＲの曲率半径は概ね３ｍｍとした。なお、この偏光板１００は、１つの凹
部ＰＤを有する。この凹部ＰＤは、略矩形である。この凹部ＰＤは、隣同士で直交する３
つの直線部ＰＤＬを有する。直線部ＰＤＬ間にはそれぞれ面取り曲線部ＰＤＲを有する。
直線部ＰＤＬと直線部ＰＬとの間にはそれぞれ面取り曲線部ＰＤＲを有する。この偏光板
１００の吸収軸３１は、凹部ＰＤの深さ方向に直交しており、図２の（ｂ）において左右
方向であった。
【００６４】
　ｄＺが平均で０．６μｍ、ｄＺ／ｄＸが平均で２．２のらせん径形状の刃を有するエン
ドミルを用いて、端面の全周を研磨して寸法を調整し、実施例１の偏光板を得た。
【００６５】
　（比較例１）
　ｄＺが平均で１．４μｍ、ｄＺ／ｄＸが平均で１４のらせん径形状の刃を有するエンド
ミルを用いて端面を研磨する以外は、実施例１と同様にして比較例１の偏光板を得た。
【００６６】
　（比較例２）
　エンドミルで端面を研磨せず、トムソン刃で切り出したままとした以外は、比較例１と
同様として、比較例２の偏光板を得た。
【００６７】
　（３次元表面における粗さＳａ、Ｓｑ、Ｓｚの測定）
　偏光子層の端面の高さ関数Ｚ（ｘ，ｙ）を、以下の顕微鏡により取得した。
　走査型白色干渉顕微鏡　ＶＳ１０００シリーズ　株式会社日立ハイテクサイエンス
　測定条件：対物レンズ：５０×
　２次元測定領域：偏光板の偏光子層（ＰＶＡ層）の端面の直線部（吸収軸と直交する面
）における、縦（厚み方向）５～８μｍ×横（厚み方向に垂直な方向）１５０～３００μ
ｍ
　得られた関数Ｚに基づいて、上記の式に基づいて、Ｓａ、ＳｑおよびＳｚをそれぞれ求
めた。Ｓａ、ＳｑおよびＳｚを測定した端面は、図２の（ｂ）における左右の直線部ＰＬ
上に位置し、吸収軸３１に対して直交していた。なお、各偏光板１００におけるＳａ、Ｓ
ｑおよびＳｚは、全周に亘って同様の値を示す。
【００６８】
　（ヨウ素抜けの評価）
　実施例又は比較例で得た偏光板を、６５℃及び相対湿度９０％の環境に５００時間放置
した。
　その後、２枚の偏光板（一方は実施例又は比較例の偏光板、他方は市販の通常の偏光板
）をクロスニコルに配置し、光学顕微鏡を用いて全周に亘って端部を観察し、クロスニコ
ルに対応する減光が起こらない領域（光抜け）の端部からの幅を測定した。この光抜けは
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図２における凹部ＰＤの近傍で発生しており、その最大の幅をヨウ素抜けとして求めた。
【００６９】
　（輝度向上フィルムの剥離量の評価）
　反射型顕微鏡により評価した。
【００７０】
　条件及び結果を表１に示す。
【表１】

【００７１】
　実施例では、ヨウ素抜け量を低減しつつ輝度向上フィルムの剥離量も低減することがで
きた。
【産業上の利用可能性】
【００７２】
　本発明に係る偏光板は、例えば、液晶セル又は有機ＥＬ素子等に貼着され、液晶テレビ
、有機ＥＬテレビ又はスマートフォン等の画像表示装置を構成する光学部品として適用さ
れる。
【符号の説明】
【００７３】
　１０…第一光学樹脂フィルム、３０…偏光子層、５０…第二光学樹脂フィルム、Ｐ…外
周縁、ＰＰ…凸部、ＰＤ…凹部、ＰＲ、ＰＤＲ、ＰＰＲ…面取り曲線部、１００…偏光板
。
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【手続補正書】
【提出日】令和2年8月28日(2020.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏光子層と、前記偏光子層の一方の表面に設けられた第一光学樹脂フィルムと、前記偏
光子層の他方の表面に設けられた第二光学樹脂フィルムと、を備える偏光板であって、
　前記偏光板を厚み方向から見て、前記偏光板の外周縁の形状は、凹部、凸部、及び曲線
部のうちの少なくとも一つを有し、
　前記偏光子層の端面が研磨されており、
　前記偏光子層の端面の算術平均高さＳａが０．３～０．７μｍであり、
　前記偏光子層の端面の２乗平均平方根高さＳｑが０．４～０．８μｍである偏光板。
【請求項２】
　前記偏光子層の端面の最大高さＳｚが５．０μｍ以下である、請求項１に記載の偏光板
。
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